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■仕事と育児の両立を
　支援する助成金制度
■30年4月から2.2％へ
　障害者の法定雇用率

■定年後再雇用者
　の無期転換特例

金融業界が揺れています。震源の一つは公取委。長崎の十八銀行(福岡フィナンシャルグループ傘
下)と親和銀行の合併に待ったを掛けたのです。理由は独占禁止法違反。両行が合併すると県内シ
ェアの70%を抑える事となり、健全な競争の妨げとなるだけでなく、銀行のサジ加減一つで融資
の実行も引き上げも可能となる「優越的地位の乱用」に結びつく恐れがある為で、再編を進めた
い金融庁とはバトルも－。その金融庁は、リスケ(現在33万社)を店仕舞いして４万社に絞る筈が
、どうやら対象事業者が凡そ80万社もある事業承継の方に舵を切った模様。気が気でないのは、
後のない金融機関という事でしょうか。
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【ワンポイントアドバイス】
1. 労働局より再雇用者の特例認定を受けた場合、定年後の再雇用者には無期転換申込権が

発生しない。

2. 認定された後は、再雇用者の労働契約書に「無期転換申込権は発生しない」旨を追記す

ることが必要である。

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務
部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

定年後再雇用された人の
無期転換特例

News letter August 2017 issue

有期契約の従業員について、契約が反復更新され、5年を超えたら無期労働契約への転換
を申込むことができる時期が近づいているようですが、この無期転換制度は、定年後に
再雇用された人についても対象となりますか？当社は、定年退職後、1年契約の更新制で
65歳まで再雇用することになっていますが、65歳以降も雇用する人が出てくるかもしれ
ないのです。

総務部長無期転換制度は、改正労働契約法により平成25年4月に施行されました。平成25年4月
以降に開始する有期労働契約から5年をカウントするため、そこから5年を超える平成
30年4月より本格的にその適用がスタートします。この無期転換制度は、基本的に有期
契約の従業員全員が対象となりますが、定年後の再雇用者については、労働局に申請
をして認定を受けた場合は、無期転換の申込権が発生しない、という特例が認められ
ています。

社労士

まずは、高年齢者雇用推進者を選任することから始めるのがよいでしょう。というのも申
請にあたっては高年齢者に対して何かしらの雇用管理に関する措置を設けなければいけな
いのですが、8種類の措置の中で高年齢者雇用推進者の選任が一番導入し易いと思います。
この高年齢者雇用推進者は、高年齢者雇用安定法で選任することが努力義務とされており、
毎年7月頃にハローワークに提出する「高年齢者雇用状況報告書」にも記載する欄が設け
られています。そして、特例の申請にかかる確認書類として、その報告書の写しと再雇用
制度が確認できる規程の写しを添付することになります。

なるほど、「高年齢者雇用状況報告書」の写しなら、すぐに用意ができます。

その再雇用者の特例の申請はどのようにしたらよいですか？

そうでしたか。それであれば早めに取り組んだ方がよいでしょう。というのも認定を受
けるまでに、再雇用者から無期転換の申込みがなければ、再雇用者全員が特例の対象と
なるためです。

分かりました。さっそく申請書の作成に取り掛かりたいと思います。

また、認定後のポイントとしては、再雇用者の労働契約書に「定年後引き続いて雇用さ
れている期間は、無期転換申込権は発生しない」と記載しておき、再雇用者に無期転換
の申込みができないことを理解してもらうことも必要です。

認定されたら労働契約書も変更して、無期転換の申込みができないことを説明するように
します。

三友企業サービスグループ
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仕事と育児の両立は近年、注目を浴び続けているテーマであり、政府も育児・介護休業法を

改正し支援を行っています。また、この他にも各種助成金制度が設けられており、企業に積極

的な取組みを促しています。そこで、今回は育児・介護関連の助成金である両立支援助成金の

うち、育児に関する支援の3つのコースについて確認しておきましょう。

助成金情報

仕事と育児の両立を
支援する助成金制度

1.出生時両立支援コース

2.育児休業等支援コース

3.再雇用者評価処遇コース
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ここで挙げた助成金額は基本支給部分であり、別途、設けられている生産性要件の基準を

満たした場合には、助成金額が加算されることになっています。今回取り上げた助成金につ

いては、対象者が発生する場合には比較的活用しやすいものだと思われます。申請を検討さ

れる場合には、事前に詳細な情報を厚生労働省のホームページ等で入手するとよいでしょう。

出生時両立支援コースは、男性従業員が育

児休業を取得しやすい職場風土作りに取組み、

一定期間の連続した育児休業を取得した場合

に助成金が支給されるものです。対象となる

育児休業は、子の出生後8週間以内に開始す

るものであり、中小企業は連続5日以上、大

企業は連続14日以上の取得が必要です。

助成金額は、1人目の育児休業取得者に対

し中小企業57万円、大企業28.5万円、2人目

に対し中小企業・大企業ともに14.25万円で

す。

育児休業等支援コースは、育児休業の円滑

な取得と職場復帰を目指すものであり、育児

休業を取得する従業員に対し、「育休復帰支

援プラン」を作成し、プランに沿って育児休

業を取得し、職場復帰させた場合に助成金が

支給されます。

この助成金は中小企業のみが対象であり、

育児休業取得時に28.5万円、職場復帰時に

28.5万円、さらに育児休業期間中に育児休業

取得者の職場支援の取組みをした場合に、職

場復帰時に加算する形で19万円の助成金額が

支給されます。1企業に対し2名の対象者まで

支給されますが、その内訳は無期雇用従業員

1名、有期雇用従業員1名となっています。

また、この他にも育児休業取得者の代替要

員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰

させた場合に支給されるものもあります。対

象になる育児休業は3ヶ月以上のものであり、

代替要員は派遣社員でもよいとされています。

再雇用者評価処遇コースは、妊娠、出産、

育児または介護を理由として退職した従業員

が、再度就業ができるようになったときに復

職（再雇用）ができ、その際、適切に評価さ

れ、配置・処遇が行われる再雇用制度を導入

し、実際に、対象となる人が発生した場合に

助成金が支給されます。

再雇用者5人までが対象になりますが、再

雇用者1人目につき、中小企業38万円、大企

業28.5万円が支給され、2人目～5人目は中小

企業28.5万円、大企業19万円が支給されます。

厚生労働省 事業主の方への給付金のご案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
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障害者の雇用については、一般労働者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を与えるため

に、常用労働者の数に対する割合（法定雇用率）が設定され、この法定雇用率により国や地方

公共団体、そして民間企業に対して障害者の雇用義務が課せられています。この法定雇用率は、

障害者雇用促進法で少なくとも5年ごとに変更すると定められており、次回の変更は平成30年4

月となります。先日、その法定雇用率の引上げが発表されました。

労務管理情報

平成30年4月から2.2％への引上げが
決定した障害者の法定雇用率

1.平成30年4月1日からの
法定雇用率

3.障害者雇用納付金制度

障害者雇用が進まない企業に対しては、ハローワークにより雇用率達成指導が行われ、雇

用状況が改善されない場合、最終的に厚生労働省のホームページにおいて企業名の公表が行

われることになっています。障害者の雇用には時間を要するケースも多いため、早めの対応

が望まれます。

2.変更となる法定雇用率の計算式
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平成25年4月に法定雇用率は1.8％から

2.0％に引上げられましたが、平成30年4月に

は更なる引上げが行われ、民間企業の法定雇

用率は2.2％となります。ただし、この2.2％

という法定雇用率は平成30年4月1日から最長

3年間の数字であり、平成33年4月1日までに

は2.3％となることが決定しています。

1.で取り上げたとおり、今回、法定雇用率

が2段階で変更されることになりました。そ

の理由としては、平成30年4月1日より法定雇

用率を算出する計算式が変更されるためです。

具体的には、これまで身体障害者および知的

障害者の労働者数および失業者数を計算式の

算定基礎としていたものが、今後はこれに精

神障害者を加えて算出することになります。

法定雇用率を算出する際の障害者数の内訳

は、以下のようになっています。

身体障害者 52.8万人

知的障害者 18.4万人

精神障害者 18万人

全体の20％が精神障害者という状況である

ことから、この計算式が変更され、法定雇用

率を引上げる要因となりました。

ただし、この精神障害者にかかる変更は、

計算式の算定基礎に関するものであり、精神

障害者を直接雇用することが義務化されたわ

けではありません。

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の

調整を図るとともに、全体としての障害者の

雇用水準を引上げることを目的として、障害

者雇用納付金制度が設けられています。この

制度では、雇用率未達成企業（常用労働者

100人超に限る）から納付金を徴収し、雇用

率達成企業に対して調整金、報奨金を支給し

ています。また、障害者の雇用の促進等を図

るための各種の助成金にも活用されています。

障害者雇用納付金は、法定雇用障害者数に

不足する障害者数に応じて1人につき月額

50,000円（常用労働者100人超200人以下の企

業については平成32年3月31日まで月額

40,000円となる減額特例が適用中）となって

おり、障害者数が不足する企業には重い負担

となっています。
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